
様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

道路改築事業 国道311号(賀田工区)
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 道路改築事業
⑤基本事業名 道路ネットワークの形成
⑥公共事業評価システムにおける分野名 交通利便性の向上

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2012年度
延長 600ｍ 2012年度
幅員 5.5(6.5)ｍ 2024年度
道路工 600ｍ 供用開始 2025年度

全体計画事業費(億円) 9.750
全体計画工期（年数） 12年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

道路工 200m
49.0%
65.3%

実施済み総事業費（億円） 6.370

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当道路は第３次緊急輸送道路に指定されており災害時には重要な役割を果たす道路である。また、沿岸部の生活道路であるととも
に、地域の産業を支える重要な路線である。しかし、現道は幅員狭小で拡幅の要望の声が大きい。以上のことから現道拡幅を行い現
在の道路状況を改善し、地域の活性化と安全な交通を確保するため事業を実施する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

賀田町

令和4年度

担当班 電話番号
道路建設課 道路建設班 059-224-2630



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

道路改築事業 国道422号(下地志子)
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 道路改築事業
⑤基本事業名 道路ネットワークの形成
⑥公共事業評価システムにおける分野名 交通利便性の向上

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2015年度
延長 1770m 2015年度
幅員 6.0(9.75)ｍ 2028年度
道路工 1770m 供用開始 2029年度

全体計画事業費(億円) 32.400
全体計画工期（年数） 14年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

道路工 340m
17.2%
19.2%

実施済み総事業費（億円） 6.220

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
道路建設課 道路建設班 059-224-2630

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当該箇所は幅員が狭小であり、またカーブしているため視距が悪く道路交通上、非常に危険である。このことから、早期に道路改良
を行い、安全性の向上を図りたい。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

島原～東長島

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

道路改築事業 一般国道422号（大原）
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 道路改築事業
⑤基本事業名 道路ネットワークの形成
⑥公共事業評価システムにおける分野名 交通利便性の向上

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2019年度
延長 700m 2019年度
幅員 5.5(7.0)m 2024年度
道路工 700m 供用開始 2025年度

全体計画事業費(億円) 1.950
全体計画工期（年数） 6年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

道路工 L=200m
0.0%
38.5%

実施済み総事業費（億円） 0.750

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
道路建設課 道路建設班 059-224-2630

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

一般国道422号は、紀伊長島地区中心部および一般国道４２号と同地区十須を連絡する主要な幹線道路で、地域の住民に欠かせない
唯一の道路です。
　当該箇所は、幅員狭小で相互通行を余儀なくされている。また、通学路となっている。このような状況の解消を図るため、現道拡
幅することにより、道路利用者の安全で快適な通行を確保したい。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

十須～大原

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

道路改築事業 一般国道422号（河合）
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 道路改築事業
⑤基本事業名 道路ネットワークの形成
⑥公共事業評価システムにおける分野名 交通利便性の向上

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
延長 500m 2020年度
幅員 5.5(7.0)m 2024年度
道路工 500m 供用開始 2025年度

全体計画事業費(億円) 2.150
全体計画工期（年数） 5年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

道路工 L=200m
9.3%
27.9%

実施済み総事業費（億円） 0.600

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

一般国道422号は、紀伊長島地区中心部および一般国道４２号と同地区十須を連絡する主要な幹線道路で、地域の住民に欠かせない
唯一の道路です。
　当該箇所は、幅員狭小で相互通行を余儀なくされている。また、通学路となっている。このような状況の解消を図るため、現道拡
幅することにより、道路利用者の安全で快適な通行を確保したい。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

十須

令和4年度

担当班 電話番号
道路建設課 道路建設班 059-224-2630



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

道路改築事業 一般県道矢口浦上里線
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 道路改築事業
⑤基本事業名 道路ネットワークの形成
⑥公共事業評価システムにおける分野名 交通利便性の向上

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2003年度
延長 1816m 2003年度
幅員 6.0(8.0)m 2024年度
橋梁工 3橋 供用開始 2025年度

全体計画事業費(億円) 14.110
全体計画工期（年数） 22年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

78.2%
80.3%

実施済み総事業費（億円） 11.330

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
道路建設課 道路建設班 059-224-2630

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

幅員狭小、交互交通困難区間をバイパス整備することにより、これを解消し水産業をはじめとする地域活性化に寄与するとともに、
安全で円滑な通行を確保し有機的な道路ネットワークを図るものである。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

矢口浦

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 柱谷川
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2016年度
堰堤工 1式 2017年度

2024年度
供用開始 2025年度
全体計画事業費(億円) 5.100
全体計画工期（年数） 9年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 7.1%

7.1%
実施済み総事業費（億円） 0.363

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
市の地域防災計画に記載された避難施設（尾鷲中学校・矢浜小学校）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

南浦

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 太田
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2017年度
堰堤工 1式 2018年度

2024年度
供用開始 2025年度
全体計画事業費(億円) 7.000
全体計画工期（年数） 8年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 38.0%

51.5%
実施済み総事業費（億円） 3.602

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
市の地域防災計画に記載された避難施設（九鬼中学校）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

九鬼町

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 滝ヶ谷
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
堰堤工 1式 2020年度

2026年度
供用開始 2027年度
全体計画事業費(億円) 3.000
全体計画工期（年数） 7年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
10.4%
12.0%

実施済み総事業費（億円） 0.359

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
町の地域防災計画に記載された避難施設（紀伊長島幼稚園）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

長島

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 猿谷
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2017年度
堰堤工 2基 2018年度

2024年度
供用開始 2025年度
全体計画事業費(億円) 4.000
全体計画工期（年数） 8年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 45.7%
堰堤工 1基 51.7%

実施済み総事業費（億円） 2.068

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
町の地域防災計画に記載された避難施設（鯨集会所）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

馬瀬

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 谷地東谷
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2017年度
堰堤工 1式 2018年度

2022年度
供用開始 2023年度
全体計画事業費(億円) 3.500
全体計画工期（年数） 6年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 59.2%

89.2%
実施済み総事業費（億円） 3.123

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
町の地域防災計画に記載された避難施設（島勝浦集会所）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

島勝浦町

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 林ノ谷西
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
堰堤工 1式 2020年度

2026年度
供用開始 2027年度
全体計画事業費(億円) 4.600
全体計画工期（年数） 7年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 6.5%

10.4%
実施済み総事業費（億円） 0.479

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
市の地域防災計画に記載された避難施設（三木浦漁村センター）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

三木浦町

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 林ノ谷東
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
堰堤工 1式 2020年度

2026年度
供用開始 2027年度
全体計画事業費(億円) 3.200
全体計画工期（年数） 7年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 7.8%

9.4%
実施済み総事業費（億円） 0.300

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
市の地域防災計画に記載された避難施設（三木浦漁村センター）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

三木浦町

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 名柄川支川１
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
堰堤工 1式 2020年度

2025年度
供用開始 2026年度
全体計画事業費(億円) 3.100
全体計画工期（年数） 6年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
6.5%
9.7%

実施済み総事業費（億円） 0.300

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
市の地域防災計画に記載された避難施設（三木里小学校）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

三木里町

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 在ノ上北谷
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
堰堤工 1式 2020年度

2026年度
供用開始 2027年度
全体計画事業費(億円) 2.800
全体計画工期（年数） 7年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
8.2%
11.1%

実施済み総事業費（億円） 0.311

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
町の地域防災計画に記載された避難施設（船津小学校体育館）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

船津

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） ヨネダニ
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2021年度
堰堤工 1式 2021年度

2030年度
供用開始 2031年度
全体計画事業費(億円) 5.500
全体計画工期（年数） 10年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
0.0%
0.9%

実施済み総事業費（億円） 0.050

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
24時間滞在型要配慮者利用施設（特別養護老人ホーム、小規模特別養護老人ホーム）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

三木里町

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

砂防事業（通常） 寝釈迦川
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 通常砂防費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2021年度
堰堤工 1式 2021年度

2028年度
供用開始 2029年度
全体計画事業費(億円) 3.000
全体計画工期（年数） 8年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

0.0%
1.7%

実施済み総事業費（億円） 0.050

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当渓流は荒廃が著しく、多くの不安定土砂が堆積しているため、砂防設備の整備により下流域の生命・財産の保全を図るとともに、
市の地域防災計画に記載された避難施設（中ノ島会館）を保全する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

長島

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

急傾斜地崩壊対策事業 宮の上地区
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 急傾斜地崩壊対策費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2016年度
擁壁工 1式 2016年度
法枠工 1式 2025年度

供用開始 2026年度
全体計画事業費(億円) 9.600
全体計画工期（年数） 10年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 43.4%
擁壁工 1式 55.5%
法枠工 1式 実施済み総事業費（億円） 5.327

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当地区は、人家の背後に急峻な斜面が迫っており、風化が著しく、斜面の崩壊による人家被害への影響が懸念されていることから、
急傾斜地崩壊防止施設の整備により人家等の保全を図る。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

宮ノ上町

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

急傾斜地崩壊対策事業 西町地区
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 急傾斜地崩壊対策費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2020年度
擁壁工 L=80m 2020年度

2022年度
供用開始 2023年度
全体計画事業費(億円) 1.600
全体計画工期（年数） 3年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

擁壁工 L=80m
71.9%
93.5%

実施済み総事業費（億円） 1.496

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当該箇所は急斜面下部に人家が密集しており、斜面下部には町道を挟んで小学校もあり、がけ崩れ等の斜面崩壊が発生した場合は大
規模被害を未然に防止するため急傾斜地崩壊防止施設の整備を図る。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

長島

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

急傾斜地崩壊対策事業 山居３地区
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 急傾斜地崩壊対策費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2019年度
擁壁工 210ｍ 2019年度

2025年度
供用開始 2026年度
全体計画事業費(億円) 3.000
全体計画工期（年数） 7年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

測量・設計 1式
用地測量 1式 15.5%

22.4%
実施済み総事業費（億円） 0.672

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当地区は、人家の背後に急峻な斜面が迫っており、風化が著しく、斜面の崩壊による人家及び避難所である紀北中学校被害への影響
が懸念されていることから、急傾斜地崩壊防止施設の整備により人家等の保全を図る。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

長島

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

急傾斜地崩壊対策事業 坂場４地区
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 急傾斜地崩壊対策費
⑤基本事業名 土砂災害対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2019年度
擁壁工 L=210ｍ 2019年度

2024年度
供用開始 2025年度
全体計画事業費(億円) 3.100
全体計画工期（年数） 6年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

29.0%
47.1%

実施済み総事業費（億円） 1.460

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

当地区は、人家の背後に急峻な斜面が迫っており、風化が著しく、斜面の崩壊による人家への影響が懸念されていることから、急傾
斜地崩壊防止施設の整備により人家等の保全を図る。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

坂場西町

令和4年度

担当班 電話番号
防災砂防課 砂防班 059-224-2697



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

海岸高潮対策事業 長島港海岸（中ノ島地区）
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
郡部 過疎 紀北町

④事務事業名 海岸保全事業
⑤基本事業名 海岸保全対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 1990年度
堤防（補強） 1773m 1990年度
離岸堤 300m 2024年度
護岸（補強） 1180m 供用開始 2025年度
陸閘（改良） 2基 全体計画事業費(億円) 40.154

全体計画工期（年数） 35年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

堤防（補強） 1773m
離岸堤 300m 96.3%
護岸（補強） 1014m 99.2%
陸閘（改良） 2基 実施済み総事業費（億円） 39.831

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 ○ 必要である
（該当する項目の前に○印） 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

✓ ③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 ○ 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要
公共事業評価審査委員会審査の結果、継続の答申を得た。

6 評価結果
評価実施年度 平成3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
港湾・海岸課 海岸整備班 059-224-2690

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

　当海岸の背後には人家が密集しており、既設の堤防は老朽化が著しく防護機能が低下しているため、堤防の補強を行うことでその
機能回復を図る。
　陸閘の開閉動力化を行い、避難時間を確保する。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

紀伊長島

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ



様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算　公共事業評価システム　個別サマリーシート(継続事業)

1 事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

街路事業 都市計画道路尾鷲港新田線
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 過疎 尾鷲市

④事務事業名 街路事業
⑤基本事業名 快適なまちづくりの推進（交）
⑥公共事業評価システムにおける分野名 交通利便性の向上

2 事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 2015年度
延長 357m 2015年度
幅員 16.0m 2024年度
道路工 357m 供用開始 2025年度
電線共同溝 714m 全体計画事業費(億円) 24.292

全体計画工期（年数） 10年

3 事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

墳墓調査 １式
墳墓補償 １式 25.3%

32.4%
実施済み総事業費（億円） 7.877

4 公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

　□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

　・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

　□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

　□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

　 　　（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5 公共事業評価審査委員会の結果
　再評価審査の結果 継 続
（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6 評価結果
評価実施年度 令和3 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

令和4年度

担当班 電話番号
都市政策課 街路・公園班 059-224-2706

2020年度までの事業進捗率
2021年度完了までの事業進捗率

　□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

尾鷲

本路線は、重要港湾尾鷲港と東紀州防災拠点がある新田町を結ぶ重要な路線であり、路線上にある墓地部分を除く前後の区間は、過
去に尾鷲市が整備し、供用しています。未整備区間の整備により、防災拠点を最短で結ぶことができることから、東南海・南海地震
時の津波避難路として、重要な役割を担うことが期待されています。また、整備後には緊急輸送道路として指定される路線となって
おり、現道拡幅に併せて無電柱化（電線共同溝）を実施することで、災害時における輸送路の確保を図ります。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

小川東町～南陽町

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ


